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毎週　火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名　

○長崎県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則の一部

を改正する規則� 教 育 環 境 整 備 課

◎　告　示

・�生活保護法に基づく指定介護機関の指定� 福 祉 保 健 課

・�生活保護法に基づく指定施術機関の指定� 〃

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の指定� 障 害 福 祉 課

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の更新� 〃

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の変更の届出（２件）� 〃

・�使用料徴収事務の委託� 新 産 業 創 造 課

・�指定管理者の指定� 〃

・�家畜伝染病予防法に基づく検査命令� 畜 産 課

・�保安林の指定の解除の予定� 林 政 課

・�道路の区域変更（９件）� 道 路 維 持 課

・�道路の供用開始（８件）� 〃

・�都市計画事業の事業計画の変更認可� 〃

・�洪水浸水想定区域の指定� 河 川 課

・�廃川敷地等の発生の告示の修正� 〃

◎　公　告

・�大規模小売店舗の変更事項届出� 経 営 支 援 課

・�県営土地改良事業計画の決定� 農 村 整 備 課

◎　公安委員会告示

・�警備員等に対する検定の実施� 生 活 環 境 課

◎　対馬海区漁業調整委員会指示

・�漁業法の規定によるあまだいはえ縄漁業及びあまだい立縄漁業の操業制限� 対馬海区漁業調整委員会

◎　有明海自動車航送船組合条例

・�有明海自動車航送船組合職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例� 有明海自動車航送船組合

◎　有明海自動車航送船組合規則

・�有明海自動車航送船組合職員の期末手当、勤勉手当に関する規則の一部を改正す

る規則　　� 有明海自動車航送船組合

　　　　目　　　　　次
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　長崎県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

長崎県規則第８号

　　　長崎県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

　長崎県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則（昭和49年長崎県規則第61号）の一

部を次のように改正する。

　様式第１号中「様式第１号（第３条関係）」を「様式第１号（第４条関係）」に、

「１　　　年　　月から　　年　　月までの間、毎月　　　円」を「１　　　年　　月から　　年　　月までの

間、毎月　　　円（極度額　　　円）」に、

「

上記本人の誓約事項については、何事にかかわらず、保証人において引き受け、もし万一損害を

かけた場合は、保証人において連帯責任をもって直ちに義務を履行し、責任を果たすことを誓約

します。
」

を

「

上記本人の誓約事項については、何事にかかわらず、保証人において引き受け、もし万一損害を

かけた場合は、保証人において連帯責任をもって直ちに義務を履行し、上記極度額の範囲内で責

任を果たすことを誓約します。
」

に改める。

　様式第２号中「様式第２号（第５条関係）」を「様式第２号（第６条関係）」に改める。

　様式第３号中「様式第３号（第７条関係）」を「様式第３号（第８条関係）」に改める。

　様式第４号中「様式第４号（第８条関係）」を「様式第４号（第９条関係）」に改める。

　様式第５号中「様式第５号（第８条関係）」を「様式第５号（第９条関係）」に改める。

　様式第６号中「様式第６号（第９条関係）」を「様式第６号（第10条関係）」に改める。

　様式第７号中「様式第７号（第９条関係）」を「様式第７号（第10条関係）」に改める。

　様式第８号中「様式第８号（第９条関係）」を「様式第８号（第10条関係）」に改める。

　様式第９号中「様式第９号（第９条関係）」を「様式第９号（第10条関係）」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和２年４月１日から施行する。

長崎県告示第186号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によ

りその例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定介護機関として次のとおり指定した。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

（指　定）

　　　　規　　　　　則

　　　　告　　　　　示
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事業所の名称及び所在地 申請者の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日

ニ ック調剤薬局ご

とう店

長崎県五島市吉久

木町205-１

株 式 会 社　 ニ ッ ク

代 表 取 締 役　 吉 川

正男　

福岡県福岡市博多

区山王１-12-19

居 宅 療 養 管 理 指

導・ 介 護 予 防 居

宅療養管理指導

令和元年11月１日

長崎県告示第187号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によりそ

の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定施術機関として次のとおり指定した。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

（指　定）

業務の種類
指定施術機関名

（指定施術者名）
施術者住所

開設施術所名称
（施術所を開設している場合）

開設施術所所在地
（施術所を開設している場合）

指定年月日

柔道整復 髙木　雄佑
長崎県諫早市小船越

町724番４号
令和元年12月２日

はり・きゅう 山下　照代

長崎県五島市大荒町

１番地２

山城アパート103号室

令和２年２月１日

長崎県告示第188号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（薬局）として次のとおり指定した。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 指定年月日

すみれ薬局 南島原市深江町丁2235 令和２年２月１日

ミツバチ薬局 大村市古賀島町593-２ 令和２年２月１日

こおり薬局 大村市皆同町162-５ 令和２年３月１日

鍵屋薬局 長崎市八幡町５－２ 令和２年３月１日

鍵屋宮の下調剤薬局 長崎市今博多町43-３ 令和２年３月１日

長崎県告示第189号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（薬局）として次のとおり指定を更新

した。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　
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指定医療機関の名称 所　　在　　地 更新年月日

有限会社マック　アクア薬局　矢上店 長崎市矢上町28-18 令和２年３月１日

なごみ薬局 長崎市小江原２－１－18 令和２年３月１日

株式会社　あおぞら薬局 諫早市高城町９－５ 令和２年３月１日

おおぎまち薬局 長崎市扇町１－13 令和２年３月１日

ヤクシン薬局　御館山店 諫早市永昌町43番19号 令和２年３月１日

フジミ薬局 長崎市富士見町３－27 令和２年３月１日

そうごう薬局　諫早小野町店 諫早市小野町332-１ 令和２年３月１日

くやま薬局 諫早市久山町2177番１ 令和２年３月１日

おおしま薬局（富の原店） 大村市富の原２－215-１ 令和２年３月１日

長崎県告示第190号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規定

する指定自立支援医療機関（精神通院医療）から同法第64条の規定により、次のとおり名称等の変更の届出が

あった。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

指定医療機関の名称 所在地 変更年月日

新 変更なし 諫早市川床町395番地２

令和２年３月１日

旧 医療法人　横尾病院 諫早市川床町600番地

新 変更なし 長崎市若葉町16番18号

旧 わかば薬局 長崎市若葉町16番17号

長崎県告示第191号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規定

する指定自立支援医療機関（精神通院医療）から同法第64条の規定により、次のとおり名称等の変更の届出が

あった。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　
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指定医療機関の名称 所在地 変更年月日

新 変更なし 雲仙市小浜町マリーナ３－２

令和２年３月１日

旧 クオール薬局　小浜店 雲仙市小浜町南本町105-１

新 変更なし 長崎市若葉町16-11�２Ｆ．３Ｆ

令和２年３月９日

旧 心療内科　新クリニック 長崎市住吉町２－26�２Ｆ

長崎県告示第192号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次のとおり使用料の徴収の事務を委

託したので、同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　委託年月日

　　令和２年２月28日

２　受託者の住所及び氏名

　　東京都千代田区三番町２番地

　　株式会社コンベンションリンケージ　代表取締役　平位　博昭

３　委託事務の内容

　　長崎県ビジネス支援プラザ条例（平成16年長崎県条例第75号）第12条に規定する使用料の徴収

４　委託期間

　　令和２年４月１日から令和７年３月31日まで

長崎県告示第193号

　長崎県ビジネス支援プラザ条例（平成16年長崎県条例第75号）第３条の指定管理者を指定したので、次のとお

り告示する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

公の施設の名称 指定管理者となる団体の名称 指定の期間

長崎県ビジネス支援プラザ

東京都千代田区三番町２番地

株式会社コンベンションリンケージ

代表取締役　平位　博昭

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

長崎県告示第194号

　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条第１項の規定により、次のとおり家畜の所有者に対し家畜

防疫員による検査を受けることを命ずる。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　
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監視伝染病の種類 実施の目的 実施する区域
実施の対象となる家畜

の種類及び範囲
実施の期日 検査の方法

ブルセラ病 発生の予防 県内全域 　家畜保健衛生所長が必要

と認めた牛

令和２年４月１日～

令和３年３月31日

急速凝集反応検

査

エライザ法によ

る検査

結核病 発生の予防 県内全域 　家畜保健衛生所長が必要

と認めた牛

令和２年４月１日～

令和３年３月31日

ツベルクリン検

査

ヨーネ病 発生の予防 県内全域 １�　搾乳の用に供し、又は

供する目的で飼育してい

る雌牛

２�　種付けの用に供し、又

は供する目的で飼育して

いる雄牛

３�　県内へ移入した牛で１

又は２に該当するもの及

び繁殖の用に供する肉用

牛

４�　１又は２と同一施設内

で飼育している牛

令和２年４月１日～

令和３年３月31日

予備的抗体検出

法による検査

リアルタイムＰ

ＣＲ法による検

査

ヨーニン検査

エライザ法によ

る検査

補体結合反応検

査

細菌検査

伝達性海綿状脳症 発生の予防 県内全域 １　牛

　�　牛海綿状脳症対策特別

措置法（平成14年法律第

70号）第６条第１項に基

づ く 届 出 の 対 象 と な る

牛。（同条第２項ただし

書 に 該 当 す る 場 合 を 除

く。）

２　めん羊及び山羊

　�　月齢又は推定月齢が満

12月以上で死亡しためん

羊及び山羊の死体

令和２年４月１日～

令和３年３月31日

エライザ法によ

る検査

ウ エ ス タ ン ブ

ロット法による

検査

免疫組織化学的

検査

腐蛆病 発生の予防 県内全域 　実施する区域で飼養され

ている蜜蜂のうち、家畜保

健衛生所長が必要と認めた

蜜蜂

令和２年４月１日～

令和３年３月31日

肉眼的検査

細菌検査

アカバネ病 発生の予察 県内全域 　実施する区域で飼養され

ている越夏していない牛で

家畜保健衛生所長が必要と

認めた牛

令和２年６月１日～

令和２年11月30日

中和試験

アイノウイルス

感染症

発生の予察 県内全域 　実施する区域で飼養され

ている越夏していない牛で

家畜保健衛生所長が必要と

認めた牛

令和２年６月１日～

令和２年11月30日

中和試験

チュウザン病 発生の予察 県内全域 　実施する区域で飼養され

ている越夏していない牛で

家畜保健衛生所長が必要と

認めた牛

令和２年６月１日～

令和２年11月30日

中和試験
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イバラキ病 発生の予察 県内全域 　実施する区域で飼養され

ている越夏していない牛で

家畜保健衛生所長が必要と

認めた牛

令和２年６月１日～

令和２年11月30日

中和試験

牛流行熱 発生の予察 県内全域 　実施する区域で飼養され

ている越夏していない牛で

家畜保健衛生所長が必要と

認めた牛

令和２年６月１日～

令和２年11月30日

中和試験

長崎県告示第195号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から次のように保安林の指定を解除しよ

うとする旨の通知を受けた。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　解除予定保安林の所在場所

　�　諫早市大場町1408の１・1408の10・白木峰町1109の115・1109の116・1109の123（以上５筆について次の図

に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵養

３　解除の理由

　　道路用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面を県庁農林部林政課及び諫早市役所に備え置いて縦覧に供する。）

長崎県告示第196号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局上五島支所において告示の日から２週間、一般の

縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　主要地方道

路　線　名��有川新魚目線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

官公有無番地先（南松浦郡新上五島町奈摩郷字越首1071番

１）から

官公有無番地先（南松浦郡新上五島町奈摩郷字干鰯場1402

番13）まで

前 7.3～32.3 834.3

後 17.4～39.8 828.7

長崎県告示第197号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　主要地方道

路　線　名��富江岐宿線
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道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

五島市富江町繁敷字出口道下461番地１地先から

五島市富江町繁敷字出口道下461番地１地先まで

前 7.2～7.7 51.9

後 7.7～15.6 51.9

長崎県告示第198号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局上五島支所において告示の日から２週間、一般の

縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　一般県道

路　線　名��青方港魚目線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

南松浦郡新上五島町奈摩郷字頭崎1008番２地先から

南松浦郡新上五島町奈摩郷字頭崎1008番２地先まで

前 33.9～40.9 17.5

後 40.3～47.2 17.5

長崎県告示第199号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２

週間、一般の縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　一般県道

路　線　名��以善田平港線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

平戸市田平町小手田免字鴫山54番14地先から

平戸市田平町小手田免字鴫山54番14地先まで

前 10.5～24.1 7.8

後 10.5～11.7 7.8

長崎県告示第200号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２

週間、一般の縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　一般県道
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路　線　名��以善田平港線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

平戸市田平町小手田免字鴫山54番15地先から

平戸市田平町小手田免字鴫山54番15地先まで

前 12.3～18.9 6.0

後 12.3～12.9 6.0

長崎県告示第201号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２

週間、一般の縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　一般県道

路　線　名��以善田平港線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

平戸市田平町小手田免字鴫山54番15地先から

平戸市田平町小手田免字鴫山54番15地先まで

前 13.5～18.9 16.2

後 12.7～13.5 16.2

長崎県告示第202号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２

週間、一般の縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　一般県道

路　線　名��以善田平港線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

平戸市田平町小手田免字鴫山54番15地先から

平戸市田平町小手田免字鴫山54番14地先まで

前 14.3～25.1 80.0

後 14.3～19.6 80.0

長崎県告示第203号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２

週間、一般の縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　
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道路の種類　一般県道

路　線　名��上志佐今福停車場線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

松浦市今福町仏坂免字小熊川1400番４地先から

松浦市今福町仏坂免字小熊川1023番１地先まで

前 33.9～38.9 0.2

後 33.9～38.9 0.2

長崎県告示204号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県央振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類　一般県道

路　線　名　諫早外環状線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

諫早市小船越町3250番ロ地先から

諫早市貝津町988番４まで

前 12.9～94.9 1,409.0

後 12.9～94.9 1,409.0

長崎県告示第205号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般国道

384号

五島市富江町黒瀬字小田１番４地先から

五島市富江町長峰字小田4154番３地先から
令和２年３月25日

長崎県告示第206号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　
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道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

主要地方道

富江岐宿線

五島市富江町田尾字上ノ小濱1603番３地先から

五島市富江町田尾字上ノ小濱1603番３地先まで
令和２年３月13日

長崎県告示第207号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

主要地方道

富江岐宿線

五島市富江町田尾字上ノ小濱1603番３地先から

五島市富江町田尾字上ノ小濱1590番３地先まで
令和２年３月13日

長崎県告示第208号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

主要地方道

福江富江線

五島市吉田町2026番１地先から

五島市吉田町1275番１地先まで
令和２年３月13日

長崎県告示第209号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２

週間、一般の縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般県道

以善田平港線

平戸市田平町小手田免字鴫山54番12地先から

平戸市田平町小手田免字堤下135番１地先まで
令和２年３月13日

長崎県告示第210号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２

週間、一般の縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　
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道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般県道

上志佐今福停車場線

松浦市今福町仏坂免字小熊川1398番地先から

松浦市今福町仏坂免字小熊川1357番１地先まで
令和２年３月13日

長崎県告示第211号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び島原振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般国道

251号

雲仙市小浜町金浜字長戸平1457番４地先から

雲仙市小浜町金浜字長戸平629番３地先まで
令和２年３月13日

長崎県告示第212号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県央振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般県道

諫早外環状線

諫早市小船越町3219番１地先から

諫早市貝津町988番４まで

令和２年３月22日

15時

長崎県告示第213号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可した

ので、同条第２項の規定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき、次のとおり告示する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　施行者の名称

　　対馬市

２��都市計画事業の種類及び名称

　　平成24年長崎県告示第518号

　　厳原都市計画道路事業�

　　３・５・４号　横町線

３　施行期間

　　自　平成24年５月11日　至　令和４年３月31日

４　事業地

　　収用の部分　変更なし

　　使用の部分��変更なし

長崎県告示第214号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定により二級河川時津川水系時津川に係る洪水浸水想定区

域を指定したので、同条第３項の規定により告示する。
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　なお、その関係図面は、長崎県土木部河川課及び長崎振興局に備え置いて縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

長崎県告示215号

　平成31年４月19日付け廃川敷地等の発生（平成31年長崎県告示第354号）について、以下のように修正する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

修正する事項

　廃川敷地等の種類及び数量「土地　31.62平方メートル」を「土地　32.60平方メートル」に修正する。

　　　大規模小売店舗の変更事項届出（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により次のとおり大

規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定に

より関係書類を縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　届出の概要

　　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　（仮称）ミスターマックス時津ショッピングセンター

　　　長崎県西彼杵郡時津町左底郷字坂口1832-１　外３筆　

　　届出者の氏名又は名称及び住所

　　　西部ガス興商株式会社　代表取締役　佐藤　操

　　　福岡市博多区千代一丁目17番１号

　　変更した事項

　　①　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）西部ガス興商株式会社　代表取締役　長谷川　昭夫

　　　（変更後）西部ガス興商株式会社　代表取締役　福田　陽介

　　②　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）西部ガス興商株式会社　代表取締役　福田　陽介

　　　（変更後）西部ガス興商株式会社　代表取締役　前川　道隆

　　③　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）西部ガス興商株式会社　代表取締役　前川　道隆

　　　（変更後）西部ガス興商株式会社　代表取締役　柘植　明善

　　④　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）西部ガス興商株式会社　代表取締役　柘植　明善

　　　（変更後）西部ガス興商株式会社　代表取締役　佐藤　操

　　変更の年月日

　　①　平成22年６月29日

　　②　平成23年４月１日

　　③　平成28年４月１日

　　④　平成31年４月１日

２　届出年月日

　　令和２年２月26日

３　関係書類の縦覧

　　縦覧期間

　　　公告の日から４月間

　　　　公　　　　　告
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　　縦覧場所

　　　長崎県産業労働部経営支援課及び時津町建設部産業振興課

４　その他

　�　法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに、意見の内容及びその理

由並びに氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した意見書を長崎県産業労働部経営支援課に提出しなければ

ならない。�

　　　県営土地改良事業計画の決定（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営富江・日の出地区土地改良事業（区

画整理工、農業用用排水施設工）につき土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、土地

改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。

　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に長

崎県知事に審査請求をすることができる。

　また、この計画については、上記審査請求のほか、この計画が定められたことを知った日の翌日から起算して

６か月以内（上記審査請求をした場合は、この審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内）に、長崎県（知事が被告の代表者となる。）を被告として、この計画の取消しの訴えを提起する

ことができる。

　　令和２年３月13日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　縦覧に供すべき書類の名称

　　　　県営農地整備事業　富江・日の出地区

　　　　土地改良事業計画書

２　縦覧期間

　　　　令和２年３月13日から令和２年４月13日まで

３　縦覧場所

　　　　五島市役所農林整備課

長崎県公安委員会告示第６号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条の規定により、警備員又は警備員になろうとする者に対する検定を

実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）第７条の規定により、次

のとおり公示する。

　　令和２年３月13日

� 長崎県公安委員会委員長��片岡　瑠美子　

１　検定を行う警備業務の種別及び区分

　　雑踏警備業務２級

２　検定の日時、場所及び検定予定人員　

　　日時

　　　令和２年６月11日（木）午前10時から午後６時までの間

　　場所

　　　長崎県西彼杵郡時津町野田郷62番地　とぎつカナリーホール

　　検定予定人員

　　　20人

３　受検資格

　　受検資格は、警備員又は警備員になろうとする者で、次のいずれかに該当するものとする。

　　長崎県内に住所を有する者

　　長崎県内の営業所に属する警備員

４　検定試験内容

　　　　公安委員会告示
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　　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　雑踏の整理に関すること。

　　エ　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　　実技試験

　　ア　雑踏の整理に関すること。

　　イ　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　　検定の方法

　　�　検定においては、学科試験を実技試験の前に行うものとし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実

技試験を行わない。

５　検定申請の手続

　　申請期間、申請先等

申　請　期　間 申請時間 申　　　請　　　先

令和２年３月16日（月）から同月

25日（水）まで。ただし、土曜日、

日曜日及び祝日を除く。

午前９時から

午後５時まで

申請者の住所地を管轄する警察署又は申請者が警備員であ

る場合は、その者が属する営業所の所在地を管轄する警察

署

※�　検定申請の受付は、先着順とし、予定人員に達した場合は、申請期間の途中であっても締め切る。ま

た、郵送による検定申請は受け付けない。

　�　検定申請は、受検者本人が行うものとするが、やむを得ない事情等により代理人が行う場合は、受検者

本人の委任状を持参すること。

　　提出書類

　　ア　検定申請書　１通

　　イ　申請者が警備員である場合は、次に掲げるいずれかの書面

　　　ア　申請者の住所地を管轄する警察署に書類を提出する場合は、住所地を疎明する書面��１通

　　　イ�　申請者の属する営業所の所在地を管轄する警察署に書類を提出する場合は、次に掲げるいずれかの書

面

　　　　ａ�　申請者の住所地を管轄する警察署と属する営業所の所在地を管轄する警察署が同一である場合は、

住所地を疎明する書面又は当該営業所に属することを疎明する書面　いずれか１通

　　　　ｂ�　申請者の住所地を管轄する警察署と属する営業所の所在地を管轄する警察署が異なる場合は、当該

営業所に属することを疎明する書面　１通

　　ウ　申請者が警備員でない場合は、住所地を疎明する書面　１通

　　エ�　写真（申請前６か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横

の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）　２葉

６��検定手数料

　　13,000円

　　検定申請時に、長崎県収入証紙により納付すること。

　　なお、検定申請の受付後は、納入された検定手数料は返還しない。

７　合格発表

　　本検定の合格発表は、当日検定場所において本人に対して行う。

８　問合せ先

　　長崎県内の最寄りの警察署の生活安全課又は刑事生活安全課

　　長崎県警察本部生活安全部生活環境課許可業務指導室営業第二係（警備業担当）（電話�095-820-0110

　　内線3185）
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令和２年対馬海区漁業調整委員会指示第１号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定に基づき、規制海域におけるあまだいはえ縄漁業及びあ

まだい立縄漁業（以下「あまだいはえ縄漁業等」という。）について、次のとおり指示する。

　　令和２年３月13日

� 対馬海区漁業調整委員会　

� 会長　部原　政夫　

１　定義

　この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

　　「規制海域」　次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

　　イ　北緯34° 50.19′　東経129° 29.86′（北緯34° 50′　東経129° 30′）

　　ロ　北緯34° 50.19′　東経129° 49.86′（北緯34° 50′　東経129° 50′）

　　ハ　北緯34° 27.19′　東経129° 49.86′（北緯34° 27′　東経129° 50′）

　　ニ　北緯34° 27.19′　東経129° 29.86′（北緯34° 27′　東経129° 30′）

　　　なお、（　）内は日本測地系による参考経緯度を示す。

　　「あまだいはえ縄漁業」　動力漁船によりはえ縄を使用してあまだいをとることを目的とする漁業

　　「あまだい立縄漁業」　動力漁船により立縄を使用してあまだいをとることを目的とする漁業

２　操業の承認

　�　規制海域において、令和２年４月１日から令和３年３月31日の間に、県内に住所を有し、あまだいはえ縄漁

業等を営もうとする者は、使用する船舶ごとに、対馬海区漁業調整委員会（以下「委員会」という。）の承認

を受けなければならない。

３　承認を受けた者の操業の条件

　　休漁日の設定

　　　毎月第２、第４金曜日にあまだいはえ縄漁業等を行ってはならない。

　　針の大きさの制限

　　　あまだいはえ縄漁業等で使用する釣針は、たい針11号同等以上とする。

　　承認証の備付け義務及び承認番号の表示

　　�　操業の承認を受けた者は、当該承認に係る規制海域において当該承認漁業を営む期間中、別記様式第１号

に定める承認証を当該承認に係る船舶内に備え付け、別記様式第２号に定める承認番号を船舶の船橋の両側

に表示しなければならない。

４　承認の取消し

　　委員会は、承認を受けた者がこの指示に違反した場合は、承認を取消すことがある。

５　漁獲成績報告書

　　２の承認を受けた者は、当該承認に係る漁業の漁獲成績報告書を委員会へ提出しなければならない。

６　取扱要領

　　この指示に定めるもののほか、操業の承認等に関する取扱いについては、委員会が別に定める。

７　指示の有効期間

　　この指示の有効期間は、令和２年３月13日から令和３年５月31日までとする。

　　　　対馬海区漁業調整委員会指示
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別記様式第１号

令和２年－承認番号対委第○○○○号

あ�ま�だ�い�○�○�漁�業�承�認�証
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

１　漁業の方法

２　操業区域　　次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

　　　　　　　　イ　北緯34° 50.19′　東経129° 29.86′（北緯34° 50′　東経129° 30′）

　　　　　　　　ロ　北緯34° 50.19′　東経129° 49.86′（北緯34° 50′　東経129° 50′）

　　　　　　　　ハ　北緯34° 27.19′　東経129° 49.86′（北緯34° 27′　東経129° 50′）

　　　　　　　　ニ　北緯34° 27.19′　東経129° 29.86′（北緯34° 27′　東経129° 30′）

　　　　　　　　　なお、（　）内は日本測地系による参考経緯度を示す。

３　使用する船舶

　　船　名

　　漁船登録番号

　　総トン数

　　推進機関の種類及び馬力数

４　承認の有効期間

　　　　　　　年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで

５　制限又は条件

　　毎月第２、第４金曜日に操業してはならない。

　　使用する釣針は、たい針11号同等以上とする。

　�　操業期間中は、本承認証を当該承認に係る船舶内に備え付け、承認番号を船舶の船橋の両側に表示し

なければならない。

　　　年　　　月　　　日

対馬海区漁業調整委員会　　　　　　

会　長　部�原　政�夫　　　　　　　

別記様式２号

対委○○○

備考　各文字及び数字は次により明瞭に表示すること。

　　○○○の部分には、当該船舶に係る承認番号を表示すること。

　�　大きさは７センチメートル以上、太さは1.4センチメートル以上、間隔は2.3センチメートル以上とする。

　　文字及び数字は黒色とする。

　　船舶の規模によっては、二段書きによる承認番号の表示も可とする。
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　有明海自動車航送船組合職員の給与に関する条例及び有明海自動車航送船組合特別職（常勤の管理者）の給与

に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月13日

� 有明海自動車航送船組合　

� 管理者　西田　寿美生　

有明海自動車航送船組合条例第１号

　　�　有明海自動車航送船組合職員の給与に関する条例及び有明海自動車航送船組合特別職（常勤の管理者）の

給与に関する条例の一部を改正する条例

　（有明海自動車航送船組合職員の給与に関する条例の一部改正）

第�１条　有明海自動車航送船組合職員の給与に関する条例（昭和33年有明海自動車航送船組合条例第３号）の一

部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は下線の部分である。

改正後 改正前

　（勤勉手当）

第21条　略

２�　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則に定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、

その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員

がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又

は死亡した日現在。次項において同じ。）において受ける

べき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に100分の97.5を乗じて得た額の総額を

超えてはならない。

３～５　略

　（勤勉手当）

第21条　略

２�　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則に定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、

その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員

がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は

死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に100分の92.5を乗じて得た額の総額を超

えてはならない。

３～５　略

　　　　有明海自動車航送船組合条例

別表第一（第五条関係）

行　政　職　給　料　表

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

号給
給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

円 円 円 円 円 略

1 146,100 195,500 231,500 264,200 289,700

2 147,200 197,300 233,100 266,000 291,900

3 148,400 199,100 234,600 267,800 294,000

4 149,500 200,900 236,200 269,900 296,000

5 150,600 202,400 237,600 271,600 297,900

6 151,700 204,200 239,300 273,400 300,000

7 152,800 206,000 240,800 275,200 302,200

8 153,900 207,800 242,400 277,200 304,200

9 154,900 209,400 243,500 279,200 306,100

10 156,300 211,200 245,000 281,200 308,400

11 157,600 213,000 246,600 283,100 310,600

12 158,900 214,800 247,900 285,000 312,900

13 160,100 216,200 249,400 287,000 315,000

別表第一（第五条関係）

行　政　職　給　料　表

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

号給
給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

円 円 円 円 円 略

1 144,100 194,000 230,000 263,000 288,900

2 145,200 195,800 231,600 264,900 291,100

3 146,400 197,600 233,100 266,700 293,400

4 147,500 199,400 234,700 268,800 295,500

5 148,600 200,900 236,100 270,500 297,400

6 149,700 202,700 237,800 272,400 299,700

7 150,800 204,500 239,300 274,300 302,000

8 151,900 206,300 240,900 276,400 304,200

9 153,000 207,900 242,100 278,400 306,100

10 154,400 209,700 243,600 280,400 308,400

11 155,700 211,500 245,200 282,500 310,600

12 157,000 213,300 246,600 284,500 312,900

13 158,300 214,700 248,100 286,500 315,000
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14 161,600 218,000 250,800 288,900 317,100

15 163,100 219,700 252,100 290,800 319,300

16 164,700 221,500 253,500 292,600 321,400

17 165,900 223,200 255,000 294,400 323,300

18 167,400 224,900 256,500 296,400 325,300

19 168,900 226,500 258,200 298,500 327,300

20 170,400 228,100 260,000 300,500 329,300

21 171,700 229,500 261,600 302,400 331,000

22 174,400 231,200 263,300 304,500 333,100

23 177,000 232,800 264,900 306,500 335,100

24 179,600 234,400 266,500 308,600 337,200

25 182,200 235,400 268,400 310,300 338,600

26 183,900 236,900 270,200 312,400 340,500

27 185,500 238,300 271,900 314,400 342,400

28 187,200 239,500 273,600 316,400 344,300

29 188,700 240,700 275,300 318,100 345,900

30 190,400 241,900 277,000 320,100 347,800

31 192,200 242,900 278,800 322,200 349,700

32 193,900 244,100 280,300 324,300 351,500

33 195,500 245,400 281,800 325,500 353,400

34 196,900 246,400 283,700 327,500 355,200

35 198,400 247,600 285,500 329,400 357,000

36 199,900 248,900 287,400 331,500 358,700

37 201,200 249,800 289,000 333,400 360,100

38 202,500 251,100 290,700 335,300 361,400

39 203,700 252,300 292,500 337,300 362,800

40 205,000 253,600 294,300 339,200 364,200

41 206,300 255,000 295,800 341,100 365,500

42 207,600 256,400 297,500 343,000 366,400

43 208,900 257,600 299,000 344,800 367,500

44 210,200 258,800 300,600 346,700 368,600

45 211,300 260,000 302,200 348,200 369,400

46 212,600 261,200 303,900 349,600 370,300

47 213,900 262,500 305,500 351,100 371,200

48 215,200 263,600 307,200 352,600 372,100

49 216,300 264,700 308,100 354,200 373,000

50 217,400 265,800 309,600 355,000 373,800

51 218,400 267,100 311,100 356,200 374,600

52 219,500 268,400 312,700 357,200 375,400

53 220,600 269,400 314,300 358,100 376,100

54 221,600 270,500 315,900 359,200 376,800

55 222,500 271,800 317,500 360,100 377,500

56 223,500 273,100 319,000 361,200 378,200

14 159,800 216,500 249,600 288,600 317,100

15 161,300 218,200 250,900 290,600 319,300

16 162,900 220,000 252,300 292,600 321,400

17 164,200 221,700 253,800 294,400 323,300

18 165,700 223,400 255,400 296,400 325,300

19 167,200 225,000 257,100 298,500 327,300

20 168,700 226,600 258,900 300,500 329,300

21 170,100 228,000 260,500 302,400 331,000

22 172,800 229,700 262,300 304,500 333,100

23 175,400 231,300 264,000 306,500 335,100

24 178,000 232,900 265,700 308,600 337,200

25 180,700 234,000 267,600 310,300 338,600

26 182,400 235,500 269,500 312,400 340,500

27 184,000 236,900 271,300 314,400 342,400

28 185,700 238,200 273,100 316,400 344,300

29 187,200 239,500 274,800 318,100 345,900

30 188,900 240,700 276,700 320,100 347,800

31 190,700 241,700 278,600 322,200 349,700

32 192,400 242,900 280,300 324,300 351,500

33 194,000 244,200 281,800 325,500 353,400

34 195,400 245,300 283,700 327,500 355,200

35 196,900 246,500 285,500 329,400 357,000

36 198,400 247,800 287,400 331,500 358,700

37 199,700 248,700 289,000 333,400 360,100

38 201,000 250,100 290,700 335,300 361,400

39 202,200 251,500 292,500 337,300 362,800

40 203,500 252,900 294,300 339,200 364,200

41 204,800 254,300 295,800 341,100 365,500

42 206,100 255,700 297,500 343,000 366,400

43 207,400 257,100 299,000 344,800 367,500

44 208,700 258,400 300,600 346,700 368,600

45 209,800 259,600 302,200 348,200 369,400

46 211,100 260,900 303,900 349,600 370,300

47 212,400 262,300 305,500 351,100 371,200

48 213,700 263,600 307,200 352,600 372,100

49 214,800 264,700 308,100 354,200 373,000

50 215,900 265,800 309,600 355,000 373,800

51 216,900 267,100 311,100 356,200 374,600

52 218,000 268,400 312,700 357,200 375,400

53 219,100 269,400 314,300 358,100 376,100

54 220,100 270,500 315,900 359,200 376,800

55 221,000 271,800 317,500 360,100 377,500

56 222,000 273,100 319,000 361,200 378,200
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57 223,800 274,000 320,500 362,100 378,700

58 224,600 275,000 321,700 362,800 379,300

59 225,400 275,900 322,900 363,500 379,900

60 226,100 277,000 324,100 364,200 380,600

61 226,800 278,100 324,800 364,600 381,000

62 227,800 279,100 325,700 365,200 381,700

63 228,600 280,000 326,500 365,900 382,300

64 229,400 281,000 327,300 366,600 382,900

65 230,100 281,500 328,200 366,900 383,300

66 230,800 282,400 328,600 367,600 383,900

67 231,700 283,100 329,300 368,300 384,500

68 232,700 284,000 330,100 369,000 385,100

69 233,400 285,000 330,900 369,300 385,500

70 234,000 285,800 331,600 369,900 386,000

71 234,500 286,600 332,300 370,600 386,500

72 235,200 287,400 333,000 371,200 387,100

73 236,000 288,200 333,500 371,500 387,400

74 236,600 288,700 334,100 372,100 387,800

75 237,200 289,100 334,600 372,800 388,200

76 237,700 289,600 335,200 373,400 388,600

77 238,400 289,800 335,500 373,800 388,900

78 239,100 290,100 336,000 374,300 389,200

79 239,800 290,300 336,400 374,900 389,500

80 240,300 290,700 336,900 375,400 389,800

81 240,800 290,900 337,300 375,900 390,000

82 241,500 291,100 337,800 376,500 390,300

83 242,200 291,500 338,300 377,000 390,600

84 242,900 291,800 338,800 377,300 390,800

85 243,500 292,100 339,100 377,700 391,000

86 244,200 292,400 339,500 378,200 391,300

87 244,900 292,700 340,000 378,600 391,600

88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800

89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000

90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300

91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600

92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800

93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000

94 294,900 342,600

95 295,200 343,100

96 295,600 343,500

97 295,800 343,700

98 296,100 344,100

99 296,500 344,500

100 296,900 344,800

57 222,400 274,000 320,500 362,100 378,700

58 223,300 275,000 321,700 362,800 379,300

59 224,100 275,900 322,900 363,500 379,900

60 224,900 277,000 324,100 364,200 380,600

61 225,600 278,100 324,800 364,600 381,000

62 226,600 279,100 325,700 365,200 381,700

63 227,400 280,000 326,500 365,900 382,300

64 228,300 281,000 327,300 366,600 382,900

65 229,000 281,500 328,200 366,900 383,300

66 229,800 282,400 328,600 367,600 383,900

67 230,700 283,100 329,300 368,300 384,500

68 231,700 284,000 330,100 369,000 385,100

69 232,400 285,000 330,900 369,300 385,500

70 233,100 285,800 331,600 369,900 386,000

71 233,700 286,600 332,300 370,600 386,500

72 234,500 287,400 333,000 371,200 387,100

73 235,300 288,200 333,500 371,500 387,400

74 236,000 288,700 334,100 372,100 387,800

75 236,700 289,100 334,600 372,800 388,200

76 237,300 289,600 335,200 373,400 388,600

77 238,000 289,800 335,500 373,800 388,900

78 238,800 290,100 336,000 374,300 389,200

79 239,600 290,300 336,400 374,900 389,500

80 240,300 290,700 336,900 375,400 389,800

81 240,800 290,900 337,300 375,900 390,000

82 241,500 291,100 337,800 376,500 390,300

83 242,200 291,500 338,300 377,000 390,600

84 242,900 291,800 338,800 377,300 390,800

85 243,500 292,100 339,100 377,700 391,000

86 244,200 292,400 339,500 378,200 391,300

87 244,900 292,700 340,000 378,600 391,600

88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800

89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000

90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300

91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600

92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800

93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000

94 294,900 342,600

95 295,200 343,100

96 295,600 343,500

97 295,800 343,700

98 296,100 344,100

99 296,500 344,500

100 296,900 344,800
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101 297,100 345,100

102 297,400 345,500

103 297,800 345,900

104 298,100 346,300

105 298,300 346,800

106 298,600 347,200

107 299,000 347,600

108 299,300 348,000

109 299,500 348,500

110 299,900 348,900

111 300,300 349,200

112 300,600 349,500

113 300,800 350,000

114 301,000

115 301,300

116 301,700

117 301,900

118 302,100

119 302,400

120 302,700

121 303,100

122 303,300

123 303,600

124 303,900

125 304,200

�備考　略

別表第二（第五条関係）

海　事　職　給　料　表

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給
給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

円 円 円 円 円 円 円

1 150,000 194,200 228,400 261,700 293,400 321,100 335,900

2 151,000 196,400 230,100 263,100 294,700 322,900 338,000

3 152,200 198,600 231,600 264,600 296,100 324,400 340,300

4 153,200 200,800 232,900 266,300 297,500 326,100 342,800

5 154,200 202,900 234,100 267,700 298,700 327,700 344,700

6 155,500 204,700 235,700 269,600 300,000 329,000 346,900

7 156,800 206,600 237,400 271,300 301,200 330,700 349,000

8 158,100 208,500 238,900 272,800 302,500 332,200 351,300

9 159,200 210,200 240,400 273,900 303,800 333,900 353,600

10 160,700 211,800 241,900 275,700 305,000 335,300 356,100

11 162,300 213,400 243,700 277,400 306,100 336,700 358,300

101 297,100 345,100

102 297,400 345,500

103 297,800 345,900

104 298,100 346,300

105 298,300 346,800

106 298,600 347,200

107 299,000 347,600

108 299,300 348,000

109 299,500 348,500

110 299,900 348,900

111 300,300 349,200

112 300,600 349,500

113 300,800 350,000

114 301,000

115 301,300

116 301,700

117 301,900

118 302,100

119 302,400

120 302,700

121 303,100

122 303,300

123 303,600

124 303,900

125 304,200

�備考　略

別表第二（第五条関係）

海　事　職　給　料　表

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給
給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

給料
月額

円 円 円 円 円 円 円

1 147,800 192,000 226,300 259,700 291,300 319,500 334,300

2 148,800 194,100 228,000 261,100 292,600 321,400 336,600

3 150,000 196,300 229,500 262,600 294,000 322,900 338,900

4 151,000 198,500 230,800 264,300 295,400 324,600 341,400

5 152,000 200,600 232,100 265,800 296,700 326,200 343,300

6 153,300 202,500 233,800 267,700 298,000 327,600 345,600

7 154,600 204,400 235,500 269,400 299,300 329,300 347,900

8 155,900 206,300 237,000 270,900 300,600 330,800 350,300

9 157,000 208,100 238,500 272,000 301,900 332,500 352,600

10 158,500 209,700 240,000 273,800 303,100 334,000 355,100

11 160,100 211,300 241,800 275,500 304,200 335,600 357,500
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12 163,800 215,000 245,400 279,100 307,300 338,100 360,600

13 165,100 216,500 247,000 280,400 308,000 339,700 363,000

14 166,600 218,100 248,800 281,900 309,000 341,300 365,100

15 168,100 219,500 250,600 283,400 309,800 342,600 367,200

16 169,700 220,900 252,300 284,900 310,700 343,900 369,200

17 171,100 222,000 253,700 286,300 311,600 345,400 371,300

18 172,800 223,300 255,600 287,700 312,500 346,800 373,700

19 174,500 224,700 257,500 288,900 313,300 348,300 376,100

20 176,200 226,000 259,100 290,300 314,000 349,700 378,400

21 177,800 226,900 260,600 291,600 314,900 351,000 380,400

22 179,800 228,200 262,000 292,900 315,400 352,600 382,500

23 181,700 229,600 263,500 294,400 316,500 354,200 384,700

24 183,600 231,000 265,200 295,800 317,500 355,800 386,800

25 185,300 232,300 266,800 296,800 318,200 356,900 388,500

26 186,900 233,600 268,600 298,100 318,800 358,500 390,100

27 188,700 235,000 270,300 299,300 319,500 360,000 391,700

28 190,500 236,400 271,900 300,500 320,200 361,500 393,500

29 192,000 237,400 273,100 301,700 321,000 362,900 395,000

30 194,100 238,900 274,900 302,700 321,800 364,200 396,400

31 196,200 240,300 276,400 303,700 322,400 365,600 397,900

32 198,300 241,600 278,000 304,800 322,900 367,100 399,400

33 200,100 242,600 279,400 306,000 323,800 368,000 399,900

34 202,000 243,500 280,800 306,600 324,500 369,000 401,200

35 203,900 244,200 282,300 307,600 325,200 370,200 402,400

36 205,800 245,300 283,700 308,600 325,800 371,300 403,800

37 207,500 246,000 284,900 309,600 326,200 372,200 405,200

38 209,100 247,300 286,200 310,500 327,100 373,200 406,600

39 210,600 248,400 287,400 311,200 328,000 374,200 408,000

40 212,200 249,600 288,500 312,300 328,900 375,300 409,300

41 213,600 250,400 290,100 313,100 329,500 376,200 410,600

42 215,100 251,700 291,300 313,700 330,400 377,200 411,500

43 216,700 252,900 292,600 314,500 331,200 378,100 412,400

44 218,300 254,400 293,900 315,300 332,000 379,100 413,300

45 219,700 255,300 295,400 316,200 332,700 380,100 413,500

46 220,900 256,700 296,400 316,900 333,500 380,900 413,900

47 222,100 258,000 297,700 317,500 334,200 381,900 414,400

48 223,400 259,200 299,000 318,000 335,000 382,800 414,900

49 224,800 260,000 300,000 318,700 335,500 383,600 415,300

50 226,000 261,300 301,100 319,500 336,000 384,600 415,500

51 226,900 262,700 301,800 320,300 336,600 385,400 416,100

52 228,000 264,000 303,100 321,000 337,100 386,100 416,500

53 229,300 264,900 304,300 321,500 337,400 387,100 416,800

54 230,600 266,300 305,200 322,300 337,800 387,900 417,400

12 161,600 212,900 243,500 277,200 305,400 337,100 359,900

13 162,900 214,500 245,100 278,500 306,300 338,700 362,300

14 164,400 216,100 246,900 280,000 307,300 340,300 364,700

15 165,900 217,500 248,700 281,500 308,100 341,900 366,900

16 167,500 218,900 250,400 283,000 309,100 343,300 369,200

17 168,900 220,100 251,900 284,400 310,000 344,800 371,300

18 170,600 221,500 253,800 285,800 311,000 346,400 373,700

19 172,300 222,900 255,700 287,100 311,800 348,100 376,100

20 174,000 224,200 257,300 288,500 312,500 349,700 378,400

21 175,600 225,100 258,800 289,800 313,400 351,000 380,400

22 177,600 226,400 260,200 291,100 314,100 352,600 382,500

23 179,500 227,800 261,700 292,600 315,200 354,200 384,700

24 181,400 229,200 263,400 294,000 316,200 355,800 386,800

25 183,100 230,500 265,000 295,100 316,900 356,900 388,500

26 184,900 231,800 266,800 296,400 317,600 358,500 390,100

27 186,700 233,200 268,500 297,600 318,400 360,000 391,700

28 188,500 234,600 270,100 298,900 319,200 361,500 393,500

29 190,100 235,700 271,300 300,100 320,000 362,900 395,000

30 192,200 237,200 273,100 301,200 320,900 364,200 396,400

31 194,300 238,600 274,700 302,200 321,700 365,600 397,900

32 196,400 239,900 276,300 303,300 322,300 367,100 399,400

33 198,300 240,900 277,700 304,500 323,200 368,000 399,900

34 200,200 241,800 279,100 305,300 324,100 369,000 401,200

35 202,100 242,500 280,600 306,300 325,000 370,200 402,400

36 204,000 243,600 282,000 307,300 325,800 371,300 403,800

37 205,800 244,300 283,200 308,300 326,200 372,200 405,200

38 207,400 245,600 284,500 309,300 327,100 373,200 406,600

39 208,900 246,700 285,700 310,200 328,000 374,200 408,000

40 210,500 247,900 287,000 311,300 328,900 375,300 409,300

41 211,900 248,700 288,600 312,100 329,500 376,200 410,600

42 213,400 250,000 289,900 312,900 330,400 377,200 411,500

43 215,000 251,200 291,200 313,800 331,200 378,100 412,400

44 216,600 252,700 292,500 314,700 332,000 379,100 413,300

45 218,000 253,600 294,000 315,600 332,700 380,100 413,500

46 219,200 255,000 295,100 316,500 333,500 380,900 413,900

47 220,400 256,300 296,400 317,300 334,200 381,900 414,400

48 221,700 257,500 297,700 318,000 335,000 382,800 414,900

49 223,100 258,400 298,700 318,700 335,500 383,600 415,300

50 224,300 259,800 299,900 319,500 336,000 384,600 415,500

51 225,200 261,200 300,900 320,300 336,600 385,400 416,100

52 226,300 262,600 302,200 321,000 337,100 386,100 416,500

53 227,600 263,600 303,400 321,500 337,400 387,100 416,800

54 228,900 265,000 304,400 322,300 337,800 387,900 417,400
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55 231,800 267,500 306,100 323,100 338,400 388,800 418,000

56 233,000 268,700 306,900 323,800 339,000 389,500 418,600

57 234,100 269,700 308,000 324,100 339,300 390,400 419,200

58 235,300 270,800 308,800 324,700 339,900 391,200 419,800

59 236,500 272,000 309,700 325,200 340,500 392,000 420,300

60 237,700 273,300 310,500 325,900 341,100 392,800 420,900

61 238,900 274,300 311,300 326,400 341,300 393,300 421,500

62 240,000 275,300 312,200 326,900 341,700 394,000 422,000

63 240,900 276,200 313,300 327,400 342,000 394,600 422,600

64 242,000 277,300 314,300 327,700 342,500 395,300 423,200

65 242,600 278,600 315,000 327,900 342,700 395,900 423,700

66 243,600 279,800 315,900 328,200 343,100 396,400 424,300

67 244,400 280,800 316,700 328,800 343,500 396,800 424,800

68 245,300 281,600 317,600 329,400 343,900 397,300 425,400

69 246,000 282,500 318,400 329,800 344,400 398,000 425,900

70 246,600 283,200 319,100 330,200 344,800 426,500

71 247,300 284,000 319,600 330,600 345,200 427,200

72 248,100 284,700 320,300 331,000 345,700 427,800

73 248,900 285,400 320,500 331,200 346,300 428,100

74 249,600 286,100 321,000 331,400 346,800 428,700

75 250,100 286,700 321,400 331,600 347,300 429,400

76 250,500 287,300 321,700 331,800 347,700 430,000

77 250,800 287,800 322,200 332,200 348,000 430,400

78 251,100 288,400 322,500 332,400 348,400 430,900

79 251,600 289,000 323,100 332,700 348,800 431,600

80 252,300 289,500 323,700 333,000 349,200 432,300

81 252,600 290,000 324,300 333,300 349,600 432,500

82 252,900 290,600 324,700 333,700 349,900

83 253,100 291,000 325,000 334,000 350,300

84 253,500 291,500 325,300 334,400 350,700

85 253,800 291,900 325,500 334,700 351,100

86 292,200 325,800 335,000 351,500

87 292,500 326,000 335,400 351,900

88 292,800 326,300 335,800 352,300

89 293,000 326,600 336,000 352,700

90 293,200 326,900 336,300

91 293,600 327,100 336,600

92 293,900 327,400 337,000

93 294,100 327,600 337,400

94 294,500 327,800 337,600

95 294,900 328,200 337,900

96 295,300 328,600 338,200

97 295,500 328,800 338,500

55 230,100 266,200 305,400 323,100 338,400 388,800 418,000

56 231,300 267,400 306,300 323,800 339,000 389,500 418,600

57 232,400 268,400 307,400 324,100 339,300 390,400 419,200

58 233,600 269,600 308,400 324,700 339,900 391,200 419,800

59 234,800 270,800 309,500 325,200 340,500 392,000 420,300

60 236,000 272,100 310,500 325,900 341,100 392,800 420,900

61 237,200 273,100 311,300 326,400 341,300 393,300 421,500

62 238,300 274,300 312,200 326,900 341,700 394,000 422,000

63 239,200 275,300 313,300 327,400 342,000 394,600 422,600

64 240,300 276,500 314,300 327,700 342,500 395,300 423,200

65 240,900 277,800 315,000 327,900 342,700 395,900 423,700

66 241,900 279,000 315,900 328,200 343,100 396,400 424,300

67 242,700 280,200 316,700 328,800 343,500 396,800 424,800

68 243,700 281,100 317,600 329,400 343,900 397,300 425,400

69 244,400 282,000 318,400 329,800 344,400 398,000 425,900

70 245,200 282,900 319,100 330,200 344,800 426,500

71 245,900 283,800 319,600 330,600 345,200 427,200

72 246,800 284,700 320,300 331,000 345,700 427,800

73 247,600 285,400 320,500 331,200 346,300 428,100

74 248,300 286,100 321,000 331,400 346,800 428,700

75 248,800 286,700 321,400 331,600 347,300 429,400

76 249,400 287,300 321,700 331,800 347,700 430,000

77 249,700 287,800 322,200 332,200 348,000 430,400

78 250,000 288,400 322,500 332,400 348,400 430,900

79 250,600 289,000 323,100 332,700 348,800 431,600

80 251,300 289,500 323,700 333,000 349,200 432,300

81 251,700 290,000 324,300 333,300 349,600 432,500

82 252,000 290,600 324,700 333,700 349,900

83 252,200 291,000 325,000 334,000 350,300

84 252,700 291,500 325,300 334,400 350,700

85 253,000 291,900 325,500 334,700 351,100

86 292,200 325,800 335,000 351,500

87 292,500 326,000 335,400 351,900

88 292,800 326,300 335,800 352,300

89 293,000 326,600 336,000 352,700

90 293,200 326,900 336,300

91 293,600 327,100 336,600

92 293,900 327,400 337,000

93 294,100 327,600 337,400

94 294,500 327,800 337,600

95 294,900 328,200 337,900

96 295,300 328,600 338,200

97 295,500 328,800 338,500
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第２条　有明海自動車航送船組合職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（住居手当）

第�12条の２　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職

員に支給する。

　�　自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同

じ。）を借り受け、月額１万6,000円を超える家賃（使用

料を含む。以下同じ。）を支払っている職員（組合が設

置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その

他規則で定める職員を除く。）

　�　第12条の５第１項又は第３項の規定により単身赴任手

当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅

（組合が設置する公舎及び住宅その他規則で定める住宅

を除く。）を借り受け、月額１万6,000円を超える家賃を

支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があ

ると認められるものとして規則で定めるもの

２�　住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ

て、当該各号に定める額（当該各号のいずれにも該当する

職員にあっては、当該各号に定める額の合計額）とする。

　�　前項第１号に掲げる職員　次に掲げる職員の区分に応

じて、それぞれ次に定める額（その額に100円未満の端

数を生じたときは、これを切り捨てた額）に相当する額

　　イ�　月額２万7,000円以下の家賃を支払っている職員　

家賃の月額から１万6,000円を控除した額

　　ロ�　月額２万7,000円を超える家賃を支払っている職員

　家賃の月額から２万7,000円を控除した額の２分の

１（その控除した額の２分の１が１万7,000円を超え

るときは、１万7,000円）を１万1,000円に加算した額

　　略

３　略

　（勤勉手当）

　（住居手当）

第�12条の２　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職

員に支給する。

　�　自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同

じ。）を借り受け、月額１万2,000円を超える家賃（使用

料を含む。以下同じ。）を支払つている職員（組合が設

置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その

他規則で定める職員を除く。）

　�　第12条の５第１項又は第３項の規定により単身赴任手

当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅

（組合が設置する公舎及び住宅その他規則で定める住宅

を除く。）を借り受け、月額１万2,000円を超える家賃を

支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があ

ると認められるものとして規則で定めるもの

２�　住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ

て、当該各号に掲げる額（当該各号のいずれにも該当する

職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額）とする。

　�　前項第１号に掲げる職員　次に掲げる職員の区分に応

じて、それぞれ次に掲げる額（その額に100円未満の端

数を生じたときは、それを切り捨てた額）に相当する額

　　イ�　月額２万3,000円以下の家賃を支払っている職員　

家賃の月額から１万2,000円を控除した額

　　ロ�　月額２万3,000円を超える家賃を支払っている職員

　家賃の月額から２万3,000円を控除した額の２分の

１（その控除した額の２分の１が１万6,000円を超え

るときは、１万6,000円）を１万1,000円に加算した額

　　略

３　略

　（勤勉手当）

98 295,700 329,100 338,800

99 295,900 329,500 339,100

100 296,200 329,900 339,400

101 296,600 330,100 339,600

102 296,900 330,300 339,900

103 297,100 330,500 340,200

104 297,300 330,700 340,500

105 297,600 331,100 340,700

106 331,300 341,100

107 331,500 341,300

108 331,800 341,500

109 332,100 341,800

110 332,400

111 332,700

112 333,000

113 333,200

備考　略

98 295,700 329,100 338,800

99 295,900 329,500 339,100

100 296,200 329,900 339,400

101 296,600 330,100 339,600

102 296,900 330,300 339,900

103 297,100 330,500 340,200

104 297,300 330,700 340,500

105 297,600 331,100 340,700

106 331,300 341,100

107 331,500 341,300

108 331,800 341,500

109 332,100 341,800

110 332,400

111 332,700

112 333,000

113 333,200

備考　略
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第21条　略

２�　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則に定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、

その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員

がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は

死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額を超え

てはならない。

３～５　略

第21条　略

２�　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則に定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、

その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員

がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は

死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に100分の97.5を乗じて得た額の総額を超

えてはならない。

３～５　略

　（有明海自動車航送船組合特別職（常勤の管理者）の給与に関する条例の一部改正）

第�３条　有明海自動車航送船組合特別職（常勤の管理者）の給与に関する条例（平成20年有明海自動車航送船組

合条例第１号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（期末手当）

第３条　（略）

２�　前項の期末手当の額は、有明海自動車航送船組合職員の

給与に関する条例（昭和33年有明海自動車航送船組合条例

第３号。以下「職員給与条例」という。）の適用を受ける

職員の例による。この場合において、期末手当基礎額は、

給料の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額と

し、期末手当の額の算定にあたっては、職員給与条例第20

条第２項中「100分の130」とあるのは「100分の172.5」と

する。

　（期末手当）

第３条　（略）

２�　前項の期末手当の額は、有明海自動車航送船組合職員の

給与に関する条例（昭和33年有明海自動車航送船組合条例

第３号。以下「職員給与条例」という。）の適用を受ける

職員の例による。この場合において、期末手当基礎額は、

給料の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額と

し、期末手当の額の算定にあたっては、職員給与条例第20

条第２項中「100分の130」とあるのは「100分の167.5」と

する。

第４条　有明海自動車航送船組合特別職（常勤の管理者）の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（期末手当）

第３条　（略）

２�　前項の期末手当の額は、有明海自動車航送船組合職員の

給与に関する条例（昭和33年有明海自動車航送船組合条例

第３号。以下「職員給与条例」という。）の適用を受ける

職員の例による。この場合において、期末手当基礎額は、

給料の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額と

し、期末手当の額の算定にあたっては、職員給与条例第20

条第２項中「100分の130」とあるのは「100分の170」とす

る。

　（期末手当）

第３条　（略）

２�　前項の期末手当の額は、有明海自動車航送船組合職員の

給与に関する条例（昭和33年有明海自動車航送船組合条例

第３号。以下「職員給与条例」という。）の適用を受ける

職員の例による。この場合において、期末手当基礎額は、

給料の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額と

し、期末手当の額の算定にあたっては、職員給与条例第20

条第２項中「100分の130」とあるのは「100分の172.5」と

する。

　　　附　則

　（施行期日等）

１�　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和２年４月１日から施行す

る。

２�　第１条の規定による改正後の有明海自動車航送船組合職員の給与に関する条例（以下「改正後の職員給与条

例」という。）の規定は、平成31年４月１日（改正後の職員給与条例第21条第２項の規定にあっては、令和元

年12月１日）から適用する。

３�　第３条の規定による改正後の有明海自動車航送船組合特別職（常勤の管理者）の給与に関する条例（以下

「改正後の特別職給与条例」という。）の規定は、令和元年12月１日から適用する。

　（適用日前の異動者の号給の調整）
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４�　平成31年４月１日（以下「適用日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこ

れに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をした

ものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行う

ことができる。

　（給与の内払）

５�　改正後の職員給与条例、改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改

正前の有明海自動車航送船組合職員の給与に関する条例、第３条の規定による改正前の有明海自動車航送船組

合特別職（常勤の管理職）の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条

例、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

　（第２条の規定による改正後の職員の給与に関する条例に係る令和３年３月31日までの間における住居手当に

関する経過措置）

６�　第２条の規定の施行の日（以下この項において「一部施行日」という。）の前日において同条の規定による

改正前の職員の給与に関する条例第12条の２の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える

職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅（貸間を含む。）を借り受け、家

賃（使用料を含む。以下この項において同じ。）を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当する

もの（規則で定める職員を除く。）に対しては、一部施行日から令和３年３月31日までの間、第２条の規定に

よる改正後の職員給与条例第12条の２の規定にかかわらず、当該住居手当に相当する額（当該住居手当に係る

家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第２号において

「旧手当額」という。）から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

　　第２条の規定による改正後の職員給与条例第12条の２第１項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

　�　旧手当額から第２条の規定による改正後の職員給与条例第12条の２第２項の規定により算出される住居手

当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

７　前項に定めるもののほか、これらの規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

　（規則への委任）

８　附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　有明海自動車航送船組合職員の期末手当、勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月13日

� 有明海自動車航送船組合　

� 管理者　　西田　寿美生　

有明海自動車航送船組合規則第１号

　　　有明海自動車航送船組合職員の期末手当、勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

　有明海自動車航送船組合職員の期末手当、勤勉手当に関する規則（昭和39年有明海自動車航送船組合規則第７

号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は下線の部分である。

改正後 改正前

　（勤勉手当の成績率）

第�13条　成績率は、100分の195以下の範囲内で管理者が定め

るものとする。

　（勤勉手当の成績率）

第�13条　成績率は、100分の185以下の範囲内で管理者が定め

るものとする。

　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月１日から適用する。

　　　　有明海自動車航送船組合規則
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